
 
 
 
 

 
「県民の皆様へのお願い」の変更について 

 

和歌山県内における新型コロナウイルス感染症新規感染者数等の状況を踏まえ、これまで県民

の皆様へお願いしてきた「不要不急の外出を控える」ことについて、令和３年６月６日までとす

ることといたしました。引き続き、外出の際には、基本的な感染防止策を徹底していただくよう

お願いするため、県では、別紙により県民の皆様、各関係機関に対して呼びかけを行ってまいり

ますので、報道機関の皆様におかれましても、御協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月２日 

記 者 発 表 

和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部 
岡本雅・道・藤戸・平田 

電話 073-441-2275 

 変更項目  
◆変更前 
【県民の皆様へのお願い（５月２８日）】  

・不要不急の外出を控える  
 

 
◆変更後 
【県民の皆様へのお願い（６月２日）】 
 
    ・不要不急の外出を控える（令和３年６月６日まで） 
 

・安全な生活・安全な外出を心がける（令和３年６月７日から） 
 

・ワクチン接種後も引き続きマスク着用等の対策を 
 
・キャンプやバーベキューは、キャンプ場など所定の場所で、管理者の定 
めるルールを守って、密にならないよう感染対策をするとともに、ゴミは 
持ち帰る 
 


